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消費者利便の向上

－創意工夫により商品・サービスの
イノベーション促進

検討の視点

個別の商品特性や消費者ニーズを踏まえない一律的なルール付けは消費者保護・消費
者利便の向上に合致しない場合がある。

会社として内部態勢整備を行い、経営の自発性によって消費者保護を目指して経営を行
わせる監督の方策がこれまで採用され、各社において内部態勢が整備されてきているこ
とを踏まえてルール付けの要否やその内容を検討すべき。

－監督指針により保険会社が整備すべき態勢が網羅的に定められている。

－生保協会の取り組みとして、①自主ガイドラインの策定、②各社の好取組事例の共有
化を行っている。

実現する監督の方策として

消費者保護の確保

－変化する環境に応じた過不足のな
い消費者保護を可能とする

目
指
す
べ
き
方
向
性
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「主な論点（案）」を踏まえ、以下の視点より具体的論点設定を行った。

Ⅰ 保険法における概念等の変更や定義の明確化により保険業法の対応を検討

Ⅱ 提案項目について、既に保険業法等に規律が存在する場合その内容を検証

Ⅲ 保険法と保険業法の守備範囲の変更が提案されているものを検討

保険法に「保険」の定義が入ることの保険業法への影響① 保険の意義

② 保険募集

③ 保険金支払

④ 現物給付

⑤ 保険料積立金等の支払

⑥ 未成年者の死亡保険

⑧ 傷害・疾病保険契約に

関する規律の創設

保険業法283条、309条を保険法に移すことについてどう考えるか

保険金支払に関する保険業法の規律の検証

現物給付型生命保険を保険業法上どう位置付けるか

解約返戻金の開示規制のあり方の検証

モラルリスク防止の取り組みの検証

傷害・疾病保険契約に関する規律が設けられることの保険業法
への影響

主な論点 重要と考える課題

（Ⅰ）

（Ⅲ）

（Ⅱ）

（Ⅱ）

（Ⅱ）

（Ⅰ）

（Ⅰ）
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論 点 ①

論 点 ⑧

保険の意義 ＜ 保険法に「保険」の定義が入ることの保険業法への影響 ＞

傷害・疾病保険契約に関する規律の創設

＜傷害・疾病保険契約に関する規律が設けられることの保険業法への影響＞

保険業法

保険会社の業務の健全かつ適正な運
営を確保することが目的であり、この視
点から保険業の定義や生損保会社の
保険の引受範囲を定めている

対応の方向

保険法上の「保険」の定義や傷害・疾病保険の位置付けの如何にかかわらず、現行保険
業法の枠組みを維持する方向で検討すべき。

保険法

契約当事者間（契約者等と保険会社）
の権利関係を適切に規律することが目
的であり、この視点から保険の意義や
保険契約の類型が定められる

保険業法と保険法とは法の目的が異なり、保険法上の改正の議論が保険業法上にその
まま反映されるものではない
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論 点 ② 保険募集 ＜ 保険業法283条、309条を保険法に移すことについてどう考えるか ＞

対応の方向

保険業の発展に応じ柔軟に見直しを行うという観点より、283条、309条ともに保険業法に

引き続き存置することが適切。

＜参 考＞ 英 国 の 事 例

生保分野における乗合代理店は原則として認可業
者となり、独自の内部管理態勢を構築し、自律的な
運営を行う必要がある。

不適正販売の責任も代理店自身が負う（逆に専属
代理店は独立業者となることを選択しない限り、保
険会社が責任を負う）

－以上は金融サービス法およびそのルールを定め
たＦＳＡハンドブックで規律されている

283条は保険会社の賠償責任を定めるが、
同時に保険会社と募集人（代理店）の関係
を規律

販売チャネル制度にかかる規制と一体と
して保険業法に存置する意義がある

309条では保険商品の種類等によって異なる規律が適用

例えば短期保険契約、自賠責保険、勤労者財産形成貯蓄契約等は、クーリングオフの対象外

業法で規定しておくことできめ細かい対応が今後とも可能となる。
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論 点 ③ 保険金支払 ＜ 保険金支払に関する保険業法の規律の検証 ＞

対応の方向

一律的なルール設定ではなく、迅速かつ適切な保険金支払に向け、今後とも各社が自己
責任のもと主体的・継続的に態勢整備に取組んでいくことが重要。

監督指針・自主ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの要請

保険金支払管理態勢の確立

－迅速・適切な支払のための基
盤となる社内インフラ整備

お客様への説明の充実

－請求前、請求時、支払時の各
段階での丁寧な説明

苦情等への対応体制確立

－個別案件の適正な事後対応

－苦情を業務改善へ反映

(参考)日本生命の主な取り組み例

「お客様ｻｰﾋﾞｽ革新ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ」に基づく、お客様サービス向上に向けた全社的な経営管理態勢の改善・強化

1,500億円規模のｼｽﾃﾑ投資枠を設定し、査定判断業務のｼｽﾃﾑｻﾎﾟｰﾄを図る「次世代ｱﾝﾀﾞｰﾗｲﾃｨﾝｸﾞｼｽﾃﾑ」の
開発を推進、また基幹ｼｽﾃﾑを抜本的に再構築し、「新統合ｼｽﾃﾑ」として平成23年度稼動に向けた開発を検討

事務・システム部門等への大幅な要員シフト（500名、H18・H19年度）

保険金等を支払える場合、支払えない場合の事例を解説した「保険金・給付金のお受取りについて」（冊子）を
作成し、お客様訪問活動を通じて全契約者に配布

ご契約者に年1回お送りする「ご契約内容のお知らせ」について保険金等を漏れなくご請求いただけるよう内容
を充実し、保険金・給付金の請求対象となる代表的な事例のご理解を深めるための｢注意喚起ﾋﾞﾗ｣を同封

請求をお受けした際に、お客様ご自身で契約内容をご確認できる仕組み（「セルフチェックシート」）を新設

支払時に通院給付金請求注意喚起ビラを交付

長期未解決案件や緊急案件のうち、「支払査定」に関するものについては、社外の視点を加えた適正なチェッ
ク体制を構築する観点から、社外弁護士を審査会長とする「支払サービス審査会」にて審査を実施

「お申出制度」を創設し、お客様からの再審査のお申出に対して社外弁護士を紹介し、お客様に無料で相談い
ただける体制を整備

｢苦情」｢お客様の声｣を経営改善につなげる社内態勢の構築(ex.経営層が中心となる委員会運営)

各社において内部管理態勢の整備が進められている

H18/1
自主ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ「保険金等の支払いを適切に行
うための対応に関するｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」（以下、「支払
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」）策定

H18/6

監督指針の「保険金等支払管理態勢」の拡充

H19/6
「支払ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ」改正
－支払いに関する情報提供および請求漏れ
の防止に向けた態勢整備に関する改正
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論 点 ④ 現物給付 ＜ 現物給付型生命保険を保険業法上どう位置付けるか ＞

対応の方向

業法上の生命保険業の定義に含めることを検討すべきであり、また適切なリスク管理等の
規制は態勢整備の中で確保することが妥当。

例えば、老人ホームの入居権を終身
給付するような保険は経済的に終身
年金と類似する商品であり、イコール
フッティングおよび消費者保護の観点
から案Ⅲとすべき。

上記を前提とした課題は以下の通り。

①価格下落リスクや特定物給付とい
う特性を踏まえ消費者利益を損な
わないための対応

②価格の上昇リスクを踏まえ保険会
社の適正なリスク管理の実施

保険業法の対応

＜案 Ⅰ＞

対応しない

＜案 Ⅱ＞

付随業務として規定

＜案 Ⅲ＞

生命保険業の定義
に含ませるよう改正

意 義

生保会社は一切引き
受けられない（一方で
共済は引き受けられ
る）。

生保会社は保険とし
て引き受けられない。

生保会社が保険とし
て引き受けられる。

保 険 法

現物給付を
生命保険の
定義に含ま
せる方向で
提案されて
いる

⇒①②とも、各社の内部管理態勢にお
いて、商品設計による対応(下記例参

照)や商品に応じたリスク管理手法の
構築を行い、当局認可の中で適切
性が確認されることが妥当

(例)老人ホーム入居決定後に加入する
即時払い商品とするなど
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論 点 ⑤ 解約返戻金の開示 ＜ 解約返戻金の開示規制のあり方の検証 ＞

（募集時に交付）

業法の開示規定の目的

－消費者の適切な商品選択のため

その際の視点

－いかに消費者に理解を求めるか

＜less is moreの考え方が妥当＞

対応の方向

解約返戻金については、今後とも消費者の適切な商品選択に資する開示に取り組んでいく
ことが重要。

「消費者は、・・・商品内容を十分に理解した上で、自己責任原則のもと、主体的に自

らのニーズに合致した保険商品を選択・購入することとなる。その前提として、・・・、

購入するか否かを合理的に判断できるよう、保険会社から消費者に適切な情報提

供が行われる必要がある。」

｢以下のような施策が有効と考えられる。

(イ) 一般的な消費者であれば理解しようとする意欲を失わない程度の情報量に限

定した重要事項を定めること｣

（ H17.7.8 「保険商品の販売勧誘のあり方に関する検討チーム」 中間論点整理より抜

粋 ）

現行実務では、解約返戻金の考え方および具体的
な金額を右記のように記載している

解約返戻金の算定は統計数値や複雑な算式が元
になっているため、必ずしもより詳細な開示が消費
者の理解を深めるとは限らない

解約返戻金の考え方（払込保険料
を下回ることの注意喚起）

募集時注意喚起情報

解約返戻金の具体的な金額契約締結時保険証券例表

解約返戻金の考え方（イメージ図）募集時ご契約のしおり

解約返戻金の具体的な金額募集時将来受取額表

内 容 （詳細は次葉参照）交付タイミング書 面

【
日
本
生
命
の
事
例
】
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注意喚起情報 将来受取額表（募集時に交付） （募集時に交付）

保険証券例表 （契約締結時に交付）ご契約のしおり （募集時に交付）
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論 点 ⑥ 未成年者の死亡保険 ＜ モラルリスク防止の取り組みの検証 ＞

対応の方向

保険犯罪を的確に防止しつつ、消費者ニーズに柔軟に応ずるためには、社内態勢整備を
基礎としつつ各社が継続的な努力を払っていくことの重要性を踏まえた検討が重要。

新商品の開発にあたって
保険犯罪は社会的に許されず、
保険会社にとっても大きなダメ
ージとなる。

保障性の程度等商品の性格

対面販売かどうかという販売
チャネルの性格

危険選択（医師扱いor告知扱
い）の方法や年齢を踏まえた
付保金額上限の設定

実際の販売にあたって

加入経路の確認

面談や質問による選択

契約者の収入・職業

被保険者と受取人との関係の
制限

自主的金額制限実施

現地調査

未成年者特有の取扱い

親の付保金額との関係を確認

一方、消費者ニーズは様々
であり、消費者属性、商品
の性格、また消費者物価の
動向などによっても必要な
保険金額は異なってくる。

＋

＋

＜監督指針Ⅳ－１－８ 等＞ ＜監督指針Ⅱ－３－５－１－２ 等＞

保険犯罪は保険金額がいく
らなら起こらないというもの
ではなく、総合的な対策が
必要。

未成年者特有の取扱い

保障性の強い高額商品制限


